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お問い合わせ先
　　相模原・津久井地域合併協議会

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－６－２３
　　　　　　 けやき会館３階
1０４２－７６９－８２０６　6０４２－７６８－４０６６
E-mail kouiki@city.sagamihara.kanagawa.jp
ホームページ　http://www.st-gappei.jp
　協議会の会議資料や会議録等は、協議会ホームページ
や協議会事務局、各市町合併担当窓口等で閲覧することができます。
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　相模原・津久井地域合併協議会では、１市３町の約１，３００項目の各種事務事業の一つひとつについて、合併した場合、どのようにするのか調整・協議され、第６回の合併協議会までに全
ての項目について調整が終了しました。今号も引き続き、調整の終了した事業や制度の中から住民生活に関連の深い事業の一部をお知らせいたします。なお、事務事業の一元化調整結果の
掲載された冊子（「事務事業一元化調書」など）は、相模原・津久井地域合併協議会ホームページに掲載されているほか、協議会事務局、各市町合併担当窓口等でもご覧になれます。

議　会
　現在の相模原市の議会議員４６人は引き続き在職し、城山町１６人、津久井町１８人及び相
模湖町１２人の議会議員は失職します。
　合併後５０日以内に行われる増員選挙では、現在の城山町を選挙区として２人、津久井
町を選挙区として２人、相模湖町を選挙区として１人の議会議員が、それぞれ平成１９年
４月２９日を任期として選出され、新市の議会議員は、５１人になります。
　合併後最初に行われる相模原市の議会議員の任期満了（平成１９年４月２９日）による一
般選挙では、現在の相模原市を選挙区として４６人、城山町を選挙区として２人、津久井
町を選挙区として２人、相模湖町を選挙区として１人の合計５１人の議会議員が、平成２３
年４月２９日を任期として選出されることになります。

合併後最初の一般選挙時の議員定数
（任期＝Ｈ１９．４．３０～Ｈ２３．４．２９）

合併後の増員選挙時の議員定数
（任期＝増員選挙～Ｈ１９．４．２９）現在の議員定数

４６人４６人（引き続き在職）４６人相模原市

２人２人１６人城 山 町

２人２人１８人津久井町

１人１人１２人相模湖町

５１人５１人（内増員選挙を行う議員数は５人）９２人合　　計

Ｈ２３．４．２９Ｈ１９．４．２９合併時

農業委員会
　相模原市の区域と城山町、津久井町及び相模湖町を区域と
した２つの農業委員会を設置し、選挙による委員は、合併後
１年間、引き続き新市の委員として在任します。
　また、その後の各農業委員会の選挙による委員の定数は、相模原市を区域とする農業
委員会は、現行どおりとし、城山町、津久井町及び相模湖町を区域とする農業委員会
は、相模原市の農家世帯数をもとに算出した人数の１４人とします。

合併１年後
（合併特例法適用期間経過後）

合併後１年間
（合併特例法適用）現在の定数

区　　分
選挙委員区　分選挙委員区　分選挙委員

２０人
相模原市を
区域とする
農業委員会

２０人
相模原市を
区域とする
農業委員会

２０人相模原市

１４人

城山町、津久井
町及び相模湖町
を区域とする農
業委員会

８人城山町、津久井
町及び相模湖町
を区域とする農
業委員会

１１人（８人）城 山 町

１６人１６人津久井町

１０人１０人相模湖町

３４人５４人５７人（５４人）合　　計

（　）内は実人数

保健衛生
基本健康診査
　基本健康診査の検査項目については、相模原市は国の基準ど
おりで、津久井郡３町は一部独自で実施している項目がありま
すが、合併後、新市においては相模原市の検査項目で実施しま
す。また、一部負担金についても相模原市の金額で実施します。

がん検診
　集団検診については、胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がんの５がん検診すべ
てについて相模原市、津久井郡３町とも実施しています。施設検診については、相模原市
はすべてのがん検診について実施していますが、津久井郡３町は子宮がん、乳がん検診の
み実施していますので、合併後、新市において医師会を含めて検診体制を検討します。ま
た、一部負担金について一部金額の相違が見られますが、相模原市の金額で実施します。

救急医療
　救急医療については、現在、相模原市と津久井郡３町で実施している事業は、現行の
まま新市に引き継ぎ実施しますが、診療時間、診療科目、診療場所の違いがあるため、
合併後、新市において医師会を含めてそのあり方を検討します。また、津久井郡３町で
実施していない事業については、合併後、相模原市の制度を適用して実施します。

新　市
相模湖町津久井町城山町

相模原市区　分
津久井郡広域行政組合

現行どおり

○初期救急（軽症患者）
【診療場所、時間及び科目】
・休　日
　津久井郡急病診療所
　昼　　間：午前８時４５分～午後４時
　夜　　間：午後７時～午後１０時
　診療科目：内科、小児科
・平　日
　津久井郡内診療所による在宅当番医制
　午後７時～午後１０時

○二次救急（入院治療等を必要とする
患者）

　相模原市と協定を締結して実施していま
す。

○初期救急（軽症患者）
【診療場所、時間及び科目】
・相模原メディカルセンター急病診療所
　休　　日：午前９時～午後５時
　毎 夜 間：午後８時（休日の内科は午後５時）
　　　　　　～午後１１時
　診療科目：内科、外科
・相模原南メディカルセンター急病診療所
　休　　日：午前９時～午後５時
　毎 夜 間：午後８時（休日の内科は午後５時）
　　　　　　～午後１１時
　診療科目：内科、外科
　休日については、眼科、耳鼻咽喉科を実施

○二次救急（入院治療等を必要とする患者）
【診療場所及び診療時間】
・二次救急医療機関（内科１２病院、外科１１病院
　のうちそれぞれ毎日１ヶ所が当番制で対応）
　休　　日：午前９時～午後５時
　土 曜 日：午後１時～午後５時
　毎 夜 間：午後７時（休日・土曜日は午後５時）
　　　　　　～翌日午前９時
　診療科目：内科、外科

休日・夜間
急病

※小児急病診療事業については、１０月１５日発行の合併協議会だより第６号に掲載されています。

住民相談

自主防災組織

▼ ▼ ▼

　自主防災組織体制については、現行のまま新市に引継ぐものとし、防災活動等に対す
る助成については、当面、現行の助成制度を基本とし、合併後、３年を目途に見直しを
します。

新　市相模湖町津久井町城山町相模原市区　分

現行どおり

単位
４１組織

単位
５９組織

単位
１２組織

単位
４３４組織
地区連合
１８組織

内　容

１組織
３０，０００円の助成無無標旗、ヘルメッ

ト等の物品配付
組織編成
時の助成

均等割
１０，０００円

世帯割
　１００円／世帯

資機材購入費に
対する３分の２
を助成

均等割
１０，０００円

世帯割
　５０円／世帯

メイン会場加算
額
１５，０００円×８箇
所

均等割
５０，０００円

世帯割
４０円／世帯

防災機材購入等に対
する２分の１を助成
（世帯数により限度
額あり）
【単位】

～９９世帯
２０，０００円

～２９９世帯
４０，０００円

～５９９世帯
６０，０００円

～８９９世帯
８０，０００円

～１４９９世帯
１００，０００円

～２４９９世帯
１５０，０００円

２５００世帯以上
２００，０００円

【地区連合】
１００，０００円

活動
助成金

相談室�

新　市相模湖町津久井町城山町相模原市区　　分

相談需要の測
定を行い、３
年を目途に実
施内容を見直
します。

相談は、関連の担当課職員が対応相談窓口を常設市（町）民相談

２ケ月に１回月１回月２回月１６回法律相談
（開催回数）

２２２１０特設相談
（相談項目）
※特設相談は、外国人相談・税務相談・登記相談・行政相談・人権相談等について各種
専門家が助言をしています。
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①　

相
模
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町
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を
図
り
な
が
ら
藤
野
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と
の
合

併
協
議
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を
進
め
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。

②　

藤
野
町
は
、
町
長
、議
員
、

住
民
等
で
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成
す
る
「
藤
野
町

市
町
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進
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議
会
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し
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模
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・
津
久
井
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認
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つ
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め
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